
�愛媛県告示第１４２３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２５号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月２日金曜日 第１５７１号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………７３８

○ 道路の区域変更（県道節安下鍵山線）……………………………７３８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………７３８

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧…………………………７３８

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………７３９
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選挙管理委員会告示

○ 個人演説会等の施設の指定…………………………………………７３９

告 示

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１３１１１３
ダイトーシステムイ
ンターナショナル株
式会社

新居浜市庄内町六丁
目１１－２５ 安 藤 昭 澄 児童居宅介護 南十字星訪問介護セ

ンター
新居浜市庄内町六丁
目１１－２５

平成１６年
６月２３日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１４２１１２
ダイトーシステムイ
ンターナショナル株
式会社

新居浜市庄内町六丁
目１１－２５ 安 藤 昭 澄 身体障害者居

宅介護
南十字星訪問介護セ
ンター

新居浜市庄内町六丁
目１１－２５

平成１６年
６月２３日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６３１１７
ダイトーシステムイ
ンターナショナル株
式会社

新居浜市庄内町六丁
目１１－２５ 安 藤 昭 澄 知的障害者居

宅介護
南十字星訪問介護セ
ンター

新居浜市庄内町六丁
目１１－２５

平成１６年
６月２３日

毎週（火・金）曜日発行 第１５７１号 平成１６年７月２日
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�愛媛県告示第１４２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市庄内土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２８号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１３２１１１ 有限会社なごみ 宇和島市保田甲３６０
番地３ 清 家 友 和 児童居宅介護 指定居宅支援事業所

なごみ
宇和島市保田甲３６０
番地３

平成１６年
６月２３日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１４３１１０ 有限会社なごみ 宇和島市保田甲３６０
番地３ 清 家 友 和 身体障害者居

宅介護
指定居宅支援事業所
なごみ

宇和島市保田甲３６０
番地３

平成１６年
６月２３日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６４１１５ 有限会社なごみ 宇和島市保田甲３６０
番地３ 清 家 友 和 知的障害者居

宅介護
指定居宅支援事業所
なごみ

宇和島市保田甲３６０
番地３

平成１６年
６月２３日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 田 照四郎 新居浜市田所町５－１０

〃 澤 田 眞 生 新居浜市下泉町１丁目６－２２

〃 山 下 元 新居浜市庄内町３丁目４－４０

〃 村 尾 浩 一 新居浜市新須賀町２丁目８－１６

〃 神 野 恒 男 新居浜市下泉町２丁目１０－１０

〃 高 橋 正 國 新居浜市坂井町３丁目１１－３５

〃 秋 山 茂 新居浜市庄内町２丁目６－１３

〃 村 上 博 通 新居浜市庄内町１丁目１１－１１

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町２丁目２－５１

〃 山 下 登 新居浜市庄内町６丁目７－２８

〃 川 端 武 訓 新居浜市新須賀町２丁目８－１６

監 事 近 藤 貴誉志 新居浜市庄内町６丁目１０－５３

〃 岡 田 宗 樹 新居浜市新須賀町２丁目４－１８

〃 相 原 芳 朗 新居浜市坂井町３丁目１１－３７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 田 照四郎 新居浜市田所町５－１０

〃 澤 田 眞 生 新居浜市下泉町１丁目６－２２

〃 神 野 敏 美 新居浜市庄内町５丁目５－１９

〃 村 尾 浩 一 新居浜市新須賀町２丁目８－１６

〃 久 保 勇 新居浜市岸の上町１丁目２－２５

〃 神 野 博 新居浜市庄内町２丁目１－６８

〃 岡 田 福 造 新居浜市新須賀町１丁目７－２９

〃 野 田 照 秋 新居浜市城下町３－１９

〃 宅 間 岩 男 新居浜市庄内町１丁目５－２５

〃 高 津 忠 逸 新居浜市下泉町１丁目１７－４４

監 事 秦 孝 利 新居浜市坂井町３丁目８－６

〃 加 藤 俶 久 新居浜市庄内町３丁目３－１６

〃 佐 薙 春 樹 新居浜市新須賀町１丁目１１－１２
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愛 媛 県 報平成１６年７月２日 第１５７１号
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退 任

�������
�愛媛県告示第１４３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市新須賀土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市垣生土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町土居土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 元 新居浜市庄内町３－４－４０

〃 秋 山 茂 新居浜市庄内町２－６－１３

〃 村 上 博 通 新居浜市庄内町１－１１－１１

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町２－２－５１

〃 山 下 登 新居浜市庄内町６－７－２８

〃 神 野 直 樹 新居浜市城下町４－５５

〃 山 下 計 三 新居浜市庄内町３－１１－１９

〃 本 藤 豊 新居浜市庄内町２－９－２９

〃 岩 本 宮 和 新居浜市庄内町２－８－３７

監 事 近 藤 貴誉志 新居浜市庄内町６－１０－５３

〃 加 藤 秀 誉 新居浜市庄内町５－９－３０

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町１－６－６０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 博 新居浜市庄内町２－１－６８

〃 神 野 敏 美 新居浜市庄内町５－５－１９

〃 野 田 照 秋 新居浜市城下町３－１９

〃 宅 間 岩 男 新居浜市庄内町１－５－２５

〃 本 道 恒 新居浜市庄内町３－１０－６４

〃 伊 藤 敏 男 新居浜市庄内町３－６－８

〃 神 野 正 美 新居浜市庄内町２－６－２６

〃 村 上 博 通 新居浜市庄内町１－１１－１１

監 事 加 藤 俶 久 新居浜市庄内町３－３－１６

〃 山 下 隆 久 新居浜市庄内町６－７－３５

〃 田 中 實 新居浜市庄内町５－１１－１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 田 照四郎 新居浜市田所町５－１０

〃 村 尾 浩 一 新居浜市新須賀町２丁目８－１６

〃 川 端 武 訓 新居浜市新須賀町２丁目６－４４

〃 加 藤 頼 政 新居浜市新須賀町１丁目７－２０

〃 小 野 哲 夫 新居浜市田所町５－５１

〃 伊 藤 忠 幸 新居浜市新須賀町１丁目４－４４

監 事 岡 田 宗 樹 新居浜市新須賀町２丁目４－１８

〃 近 藤 宗 治 新居浜市田所町８－３９

〃 村 尾 浩 一 新居浜市新須賀町２丁目８－１６

〃 川 端 武 訓 新居浜市新須賀町２丁目６－４４

〃 小 野 博 新居浜市田所町５－４１

〃 伊 藤 忠 幸 新居浜市新須賀町１丁目４－４４

監 事 佐 薙 春 樹 新居浜市新須賀町１丁目１１－２２

〃 村 尾 久 男 新居浜市新須賀町２丁目９－３２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 田 照四郎 新居浜市田所町５－１０

〃 岡 田 福 造 新居浜市新須賀町１丁目７－２９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 藤 八 雄 新居浜市八幡１丁目１１番５０号

〃 伊 藤 方 正 新居浜市垣生２丁目６番４７号

〃 岡 部 永 親 新居浜市垣生３丁目６番３３号

〃 岡 部 正 明 新居浜市垣生４丁目４番８号

〃 岡 部 仁 新居浜市八幡１丁目１１番５７号

〃 佐々木 作 新居浜市垣生５丁目７番７号

〃 三 浦 康 司 新居浜市垣生４丁目１番４３号

〃 藤 田 幸 正 新居浜市垣生６丁目１３番１１号

〃 岡 忠 良 新居浜市八幡３丁目１０番３８号

監 事 石 井 俊 一 新居浜市八幡３丁目４番１３号

〃 佐々木 俊 孝 新居浜市垣生３丁目４番３７号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 藤 八 雄 新居浜市八幡１丁目１１番５０号

〃 伊 藤 方 正 新居浜市垣生２丁目６番４７号

〃 岡 部 永 親 新居浜市垣生３丁目６番３３号

〃 岡 部 正 明 新居浜市垣生４丁目４番８号

〃 岡 部 仁 新居浜市八幡１丁目１１番５７号

〃 佐々木 作 新居浜市垣生５丁目７番７号

〃 三 浦 康 司 新居浜市垣生４丁目１番４３号

〃 藤 田 幸 正 新居浜市垣生６丁目１３番１１号

〃 石 井 俊 一 新居浜市八幡３丁目４番１３号

監 事 加 藤 常 典 新居浜市宇高町５丁目１５番２４号

〃 稲 見 政 利 新居浜市垣生４丁目３番３０号

愛 媛 県 報平成１６年７月２日 第１５７１号

７３１



退 任
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�愛媛県告示第１４３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町藤原土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町長津土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 田 脩 四国中央市土居町土居１６７８番地

〃 加 地 昌 幸 四国中央市土居町畑野３７７番地

〃 妻 鳥 英次郎 四国中央市土居町土居１０２２番地

〃 加 藤 毅 四国中央市土居町土居４９０番地１

〃 真 鍋 盛 義 四国中央市土居町土居１８９０番地

〃 三 宅 謙 介 四国中央市土居町土居１４５２番地

〃 高 橋 恒 男 四国中央市土居町土居２４８番地

〃 加 藤 芳 彦 四国中央市土居町入野６８２番地

〃 曽我部 豊 四国中央市土居町入野５４４番地３

〃 安 藤 治 四国中央市土居町入野３６６番地

〃 近 藤 義 夫 四国中央市土居町入野８８３番地

〃 川 上 藤 雄 四国中央市土居町入野１０４９番地

〃 近 藤 栄 雄 四国中央市土居町畑野９９６番地

〃 萩 尾 輝 光 四国中央市土居町畑野１３３３番地

〃 近 藤 正 四国中央市土居町畑野９８５番地

〃 加 地 孝 光 四国中央市土居町畑野３９３番地

〃 曽我部 健 二 四国中央市土居町浦山１４４番地３

監 事 小 原 勝 磨 四国中央市土居町入野１０７３番地３

〃 寺 尾 則 雄 四国中央市土居町入野９０７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 田 脩 四国中央市土居町土居１６７８番地

〃 加 地 昌 幸 四国中央市土居町畑野３７７番地

〃 川 上 太 郎 四国中央市土居町入野３４９番地

〃 加 藤 毅 四国中央市土居町土居４９０番地１

〃 松 木 禎 助 四国中央市土居町土居２１１番地

〃 高 橋 藤 信 四国中央市土居町土居１００９番地

〃 真 鍋 盛 義 四国中央市土居町土居１８９０番地

〃 三 宅 謙 介 四国中央市土居町土居１４５２番地

〃 加 藤 正 義 四国中央市土居町入野６８７番地３

〃 山 内 哲 夫 四国中央市土居町入野９９６番地

〃 近 藤 義 夫 四国中央市土居町入野８８３番地

〃 山ノ内 利 行 四国中央市土居町入野１０４２番地１

〃 加 地 孝 光 四国中央市土居町畑野３９３番地

〃 近 藤 貞 夫 四国中央市土居町畑野１３７０番地

〃 萩 尾 喜 栄 四国中央市土居町畑野１３３３番地

〃 寺 尾 光 輝 四国中央市土居町畑野１０５８番地１

〃 曽我部 健 二 四国中央市土居町浦山１４４番地３

監 事 小 原 勝 磨 四国中央市土居町入野１０７３番地３

〃 寺 尾 則 雄 四国中央市土居町入野９０７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 田 徹 雄 四国中央市土居町藤原４番耕地１４１

〃 藤 田 強 四国中央市土居町藤原４番耕地１５３

〃 近 藤 信 夫 四国中央市土居町藤原４番耕地４１６

〃 大 原 稔 四国中央市土居町藤原４番耕地３３７
－２

〃 宮 本 高 政 四国中央市土居町藤原４番耕地１２８

〃 加 地 弘 一 四国中央市土居町藤原４番耕地２４８

〃 加 地 友 子 四国中央市土居町藤原４番耕地１３５

〃 加 地 忍 四国中央市土居町藤原４番耕地２３２

〃 苅 田 佑 二 四国中央市土居町藤原６番耕地２４４
－１

〃 越 智 正 則 四国中央市土居町藤原６番耕地２１０

〃 越 智 利 広 四国中央市土居町藤原６番耕地２７９

監 事 高 橋 長 末 四国中央市土居町藤原４番耕地２７６
－２

〃 安 部 忠 男 四国中央市土居町藤原４番耕地４２６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 田 久 四国中央市土居町藤原６番耕地１４７

〃 藤 田 強 四国中央市土居町藤原４番耕地１５３

〃 曽我部 一 四国中央市土居町藤原４番耕地２４９

〃 安 部 久 雄 四国中央市土居町藤原４番耕地４０５

〃 白 木 栄 四国中央市土居町藤原４番耕地９７

〃 三 木 敏 包 四国中央市土居町藤原４番耕地３２２

〃 大 田 徹 雄 四国中央市土居町藤原４番耕地１４１

〃 加 地 幸 弘 四国中央市土居町藤原４番耕地１９１

〃 高 橋 忠 行 四国中央市土居町藤原６番耕地２０８
－２

〃 三 木 宙 三 四国中央市土居町藤原６番耕地２４３

〃 加 地 廣 男 四国中央市土居町藤原６番耕地３０

監 事 高 橋 長 末 四国中央市土居町藤原４番耕地２７６
－２

〃 越 智 肇 四国中央市土居町藤原４番耕地２６７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 勝 正 四国中央市土居町津根１７２２番地１

〃 高 橋 正 行 四国中央市土居町野田乙２７番地

〃 近 藤 忠 己 四国中央市土居町津根３９１０番地

〃 河 村 力 男 四国中央市土居町野田乙１０７４番地

〃 鈴 木 博 喜 四国中央市土居町野田甲２４２番地

〃 合 田 正 信 四国中央市土居町野田甲１０４９番地２

〃 松 本 勝 利 四国中央市土居町津根１２３０番地

〃 三 木 保 四国中央市土居町津根２０５０番地

愛 媛 県 報平成１６年７月２日 第１５７１号
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退 任
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�愛媛県告示第１４３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、宇摩郡土居町天満土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�愛媛県告示第１４３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市萩生土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�愛媛県告示第１４３８号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定により、次のとおり地方卸売市場の廃止を許可した。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４３９号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 勝 正 四国中央市土居町津根１７２２番地１

〃 高 橋 正 行 四国中央市土居町野田乙２７番地

〃 近 藤 忠 己 四国中央市土居町津根３９１０番地

〃 坂 上 光 男 四国中央市土居町津根３８８４番地

〃 河 村 力 男 四国中央市土居町野田乙１０７４番地

〃 鈴 木 博 喜 四国中央市土居町野田甲２４２番地

〃 河 上 孝 士 四国中央市土居町津根８１１番地３

〃 合 田 正 信 四国中央市土居町野田甲１０４９番地２

〃 松 本 勝 利 四国中央市土居町津根１２３０番地

〃 三 木 保 四国中央市土居町津根２０５０番地

監 事 堀 川 俊 雄 四国中央市土居町津根３０９５番地

〃 安 藤 芳 亘 四国中央市土居町津根３４５７番地

〃 続 木 則 幸 四国中央市土居町野田甲１０００番地

〃 高 石 尚 幸 四国中央市土居町津根３５７番地

〃 潮 見 通 晴 四国中央市土居町津根３８６５番地

監 事 堀 川 俊 雄 四国中央市土居町津根３０９５番地

〃 安 藤 芳 亘 四国中央市土居町津根３４５７番地

〃 続 木 則 幸 四国中央市土居町野田甲１０００番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岸 義 文 四国中央市土居町天満２７１１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岸 甫 行 四国中央市土居町天満２６５７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 年 喜 新居浜市萩生６８０番地

〃 加 藤 繁太郎 新居浜市萩生６７８番地－１

〃 上 野 栄 三 新居浜市萩生７８８番地

〃 大 角 義 貞 新居浜市萩生３５８番地－５

〃 土 岐 若 水 新居浜市萩生２５０番地－１

〃 土 岐 和 美 新居浜市萩生２９５番地－２

〃 守 谷 輝 雄 新居浜市萩生５８２番地－１

〃 福 田 健 剛 新居浜市萩生４４８番地

〃 藤 田 平 夫 新居浜市萩生９４８番地

〃 渡 辺 彰 新居浜市萩生４５３番地－２

監 事 林 国 治 新居浜市萩生２７２番地－６７

〃 秦 初 義 新居浜市萩生９５６番地

〃 桑 山 尚 久 新居浜市萩生６４１番地－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 健 剛 新居浜市萩生４４８番地

〃 土 岐 金次郎 新居浜市萩生２４９番地－１

〃 福 田 茂 新居浜市萩生７９５番地－３

〃 篠 原 輝 美 新居浜市萩生６９０番地－４

〃 土 岐 博 新居浜市萩生３０２番地－１

〃 守 谷 勝 善 新居浜市萩生４５７番地－５

〃 藤 田 平 夫 新居浜市萩生９４８番地

〃 渡 辺 芳 広 新居浜市萩生５１１番地

〃 住 友 宏 巧 新居浜市萩生３２６番地

〃 飯 尾 博 光 新居浜市萩生７１３番地－２

監 事 村 上 澄 男 新居浜市萩生９５７番地

〃 菅 勝 新居浜市萩生３７０番地

〃 桑 山 尚 久 新居浜市萩生６４１番地－１

許可年月日 開設者の氏名又は名称
廃 止 に 係 る 地 方 卸 売 市 場 取 扱 品 目

の 部 類所 在 地 名 称

平成１６年６月３０日 えひめ中央農業協同組合 北条市辻４１０番地 地方卸売市場えひめ中央農業協同
組合北条青果市場 青果部
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愛 媛 県 報平成１６年７月２日 第１５７１号
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�愛媛県告示第１４４０号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、宇和島地方局建設部及び津島町役場において告示の日から

起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 町長 曽根 貞義

北宇和郡津島町大字上畑地甲６０４番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１９番から同町北灘字

シノバシ第４号３７７番８までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線、１６点

から真北６２度０３分０６秒３９６．９０メートルの地点を円心と

する半径３９６．９０メートルの円周で１６点と１７点とを結ぶ

南西側の円弧、１７点から２８点までを順次直線で結んだ

線、２８点から真北２４５度０７分４２秒４８．１０メートルの地

点を円心とする半径４８．１０メートルの円周で２８点と２９

点とを結ぶ東側の円弧、２９点から６５点までを順次直線

で結んだ線並びに６５点と１点を結ぶ春分及び秋分の満

潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面

との接する線により囲まれた区域

基点（北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１８番地先の国

永漁港護岸に設置された金属鋲）は、北緯３３度０８分２８

秒、東経１３２度２８分３７秒の地点

１点は、基点から真北２２４度３１分５１秒１７．０１メート

ルの地点

２点は、１点から真北１５３度１３分４５秒４．４２メートル

の地点

３点は、２点から真北２４３度１３分４５秒３．１０メートル

の地点

４点は、３点から真北１５３度１３分４５秒２１．７３メート

ルの地点

５点は、４点から真北６３度１３分４５秒３．１０メートルの

地点

６点は、５点から真北１５３度１３分４５秒０．９２メートル

の地点

７点は、６点から真北２４３度１３分４５秒１．５０メートル

の地点

８点は、７点から真北１５３度１３分４５秒３．９０メートル

の地点

９点は、８点から真北２４３度１３分４５秒１．６０メートル

の地点

１０点は、９点から真北１５３度１３分４５秒２７．３３メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北１５２度５９分００秒３．３０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北６２度４５分３８秒３．１０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１５２度４０分３８秒０．９２メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２４２度１１分４０秒１．５０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１５２度１３分１４秒３．９０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２４２度１２分４１秒１．６０メートル

の地点

１７点は、１６点から真北１４８度３９分５３秒４７．０５メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北５５度１６分２５秒３．１０メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１４５度０９分３８秒０．９２メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２３４度４３分２８秒１．５０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北１４４度４４分１６秒３．９０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２３４度４３分２３秒１．６０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１４４度１２分２１秒５．９２メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１４３度０２分５２秒９．０４メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１４２度４１分１１秒５．３１メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１４４度３４分１３秒５．７８メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１４８度１１分２０秒５．２６メートル

の地点

２８点は、２７点から真北１５２度４３分０６秒４．３３メートル

旨の届出があった。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

廃止年月日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売

市場の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成１６年６月３０日 北条市善応寺甲１２７５番地 有限会社北條青果 地方卸売市場えひめ中央農業協同組
合北条青果市場 青果部
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の地点

２９点は、２８点から真北１６２度０３分４３秒１１．６１メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北１６８度４０分５７秒６４．１４メート

ルの地点

３１点は、３０点から真北２５８度４０分５７秒０．９０メートル

の地点

３２点は、３１点から真北１６８度４０分５７秒１０．０８メート

ルの地点

３３点は、３２点から真北７８度４０分５７秒４．００メートルの

地点

３４点は、３３点から真北１６８度４０分５７秒２．２７メートル

の地点

３５点は、３４点から真北２６３度３９分２３秒１１．７４メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北１７３度３９分２３秒４．００メートル

の地点

３７点は、３６点から真北２６３度３９分２３秒０．９１メートル

の地点

３８点は、３７点から真北１７３度３９分２３秒２１．５０メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

４０点は、３９点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

４１点は、４０点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

４２点は、４１点から真北１７３度３９分２３秒１２．００メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

４４点は、４３点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

４５点は、４４点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

４６点は、４５点から真北１７３度３９分２３秒１７．００メート

ルの地点

４７点は、４６点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

４８点は、４７点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

４９点は、４８点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

５０点は、４９点から真北１７３度３９分２３秒１２．００メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

５２点は、５１点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

５３点は、５２点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

５４点は、５３点から真北１７３度３９分２３秒２１．５０メート

ルの地点

５５点は、５４点から真北８３度３９分２３秒０．９１メートルの

地点

５６点は、５５点から真北１７３度３９分２３秒４．００メートル

の地点

５７点は、５６点から真北８３度３９分２３秒１２．０９メートル

の地点

５８点は、５７点から真北１７３度３９分２３秒０．５０メートル

の地点

５９点は、５８点から真北２６３度３９分２３秒４．００メートル

の地点

６０点は、５９点から真北１７３度３９分２３秒２２．１８メート

ルの地点

６１点は、６０点から真北８３度３９分２３秒４．００メートルの

地点

６２点は、６１点から真北１７３度３９分２３秒１．２９メートル

の地点

６３点は、６２点から真北２６３度３９分２３秒３１．０２メート

ルの地点

６４点は、６３点から真北１７３度３９分２３秒２．４０メートル

の地点

６５点は、６４点から真北２６３度３９分２３秒１．８１メートル

の地点

ウ 面積

４，７１０．１６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１８番から同町北灘字

シノバシ第４号３７７番４までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を直線で結んだ線により囲まれた区域
基点（北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１８番地先の国

永漁港護岸に設置された金属鋲）は、北緯３３度０８分２８

秒、東経１３２度２８分３７秒の地点

�点は、基点から真北３７度４２分３９秒６．２６メートルの
地点

�点は、�点から真北１４４度０６分１９秒５５．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北９９度０６分１５秒１１７．００メートル
の地点

�点は、�点から真北１６８度３８分５６秒１６５．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北１７３度３９分２３秒１８０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６３度３９分２３秒１３２．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３５３度３９分０９秒４７．００メート
ルの地点

	点は、�点から真北２６３度３８分５６秒４．３１メートル
の地点


点は、	点から真北３５３度１５分２５秒６９．９５メート
ルの地点

�点は、
点から真北３５９度３８分２３秒１１．２１メート
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ルの地点

�点は、�点から真北３５６度３２分５１秒１０．６１メート
ルの地点

�点は、�点から真北３５６度５０分５９秒９．２８メートル
の地点

�点は、�点から真北３５７度２０分４３秒１０．３０メート
ルの地点

�点は、�点から真北３５６度４４分２４秒１７．０８メート
ルの地点

�点は、�点から真北３５７度００分０６秒１．９３メートル
の地点

�点は、�点から真北３５６度０８分２９秒３４．４６メート
ルの地点

�点は、�点から真北１５度３７分５６秒１８．９６メートル
の地点

	点は、�点から真北１５度１４分４６秒８．２７メートルの
地点


点は、	点から真北４度００分４３秒９．０７メートルの
地点

�点は、
点から真北３５４度４３分０７秒１．３４メートル
の地点

�点は、�点から真北３５０度１８分２２秒７．２４メートル
の地点

点は、�点から真北３４１度４１分０４秒８．４４メートル
の地点

�点は、点から真北３３３度２２分３１秒０．７５メートル
の地点

�点は、�点から真北３３４度３４分１２秒８．０５メートル
の地点

�点は、�点から真北３３１度０２分０５秒９．６９メートル
の地点

�点は、�点から真北３２１度０７分１８秒０．８９メートル
の地点

�点は、�点から真北３２５度１３分２３秒９．２３メートル

の地点

�点は、�点から真北３２１度５２分３０秒１０．１４メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２７度１９分１４秒１０．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２７度０３分２９秒１０．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２８度１２分１８秒１０．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３０度２２分３４秒１０．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３２度１２分２３秒１０．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３４度２４分４０秒６．６０メートル
の地点

�点は、�点から真北３３５度４１分５４秒３．４９メートル
の地点

�点は、�点から真北３３１度３４分０１秒１０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３２度４９分４３秒１０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３２度５６分３６秒１０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３３度２０分３４秒１０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３３度１０分２９秒１４．０６メート
ルの地点

ウ 面積

４９，５７１．３８平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１６年６月３日

�愛媛県告示第１４４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線

今治市中堀四丁目２２５番２から
同市地堀一丁目３番１まで 旧 ４．４～３０．０ １．２０１

今治市中堀四丁目２２５番２から
同市地堀一丁目３番１まで
及び
今治市中堀四丁目２２５番２から
同市内堀二丁目１８４番２まで

新
４．４～３０．０

１６．０～３４．０

１．２０１

１．０６１
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大西波止浜港線
今治市中堀四丁目２２５番２から

同市内堀二丁目１８４番２まで
平成１６年７月６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字西谷字小村１０１９１番１から

同大字字古味２８９３番地先まで

旧 ３．７～１１．９ １．２１５

新 ３．７～１１．９
１１．５～５６．８

１．２１５
１．１２０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字柳井川字落出２２２９番２から

同字２２３３番２まで

旧 ６．７～１０．０ ０．０２９

新 ８．８～１６．１ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字柳井川字落出２２２９番２から

同字２２３３番２まで
平成１６年７月２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷丙３９１番１０から

同大字丙４０８番８まで
平成１６年７月２日
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�愛媛県告示第１４５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、今治広域都市

計画下水道大西町公共下水道の変更に係る都市計画の図書の

写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島２８７８番４から

同市日振島２８１５番まで

旧 ３．０～７．５ ０．３８１

新 ６．０～３１．８ ０．３８１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島２８３８番２から

同市日振島２８２８番２まで
平成１６年７月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡日吉村大字父野川下２３３９番１地先から

同大字１１４６番２まで

旧 ４．０～２２．３ ０．３４３

新 ７．０～４０．０ ０．３４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡日吉村大字父野川下１１４３番１から

同大字１１４６番２まで
平成１６年７月２日
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�愛媛県告示第１４５３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市妻鳥町字佐穂尻１２１０番４、１２２０番８、１２４３番

３、１２４４番９、１２４４番１２、１２４４番１５、１２４４番１７、１２４５番５

、１２４５番６、１２４５番１０及び１２４５番１１並びに１２１０番４、１２２０

番８、１２４３番３、１２４４番９、１２４４番１２、１２４４番１５、１２４４番

１７及び１２４５番１１地先農道並びに１２４４番１２、１２４４番１５、１２４４

番１７、１２４５番６及び１２４５番１１地先水路

２ 申請人の住所氏名

四国中央市妻鳥町２７８８番地

株式会社コスモス

代表取締役 篠原 一志

３ 図面省略
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�愛媛県告示第１４５４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西宇和郡保内町宮内４番耕地４８４番及び４８５番１

２ 申請人の住所氏名

八幡浜市大字郷１番耕地１２番地１

堀田建設株式会社

代表取締役 堀田 隆

３ 図面省略

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第６２号
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３

号の規定に基づき、個人演説会等の施設として宇和島市選挙

管理委員会が指定したものは、次のとおりである。

平成１６年７月２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県告示第１４５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年７月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第１４号

平成１６年６月２１日
伊予郡松前町大字北川原字向井２３番１

伊予郡松前町大字北川原１０２２番地３
三 好 宏 武

１６八局西土第６６８号

平成１６年６月２４日
西予市宇和町上松葉４１０番１、４１０番２、４１１番１及び４１２番１

埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目１９
番４号
株式会社 しまむら
代表取締役 藤 原 秀次郎

施 設 の 名 称 所 在 地 収容人員

宇和島市総合福祉セン
ター 宇和島市住吉町１－６－１６ ３００人
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